
 
 

 

令和４年度 

第２回五軒市民センター運営審議会 
 

◇日時 令和５年２月 24 日（金） 午前 10 時から 

        ◇場所 五軒市民センター １階 101 会議室 

 

 

 

 

次   第 
 

 

１ 開 会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議 事  

 

(1) 令和４年度みと文化交流プラザ利用状況について  

 

(2) 令和４年度五軒市民センター事業報告について 

 

(3) 令和５年度定期講座募集（案）について 

  

(4) その他  

 

  令和４年度わいわい五軒文化祭「展示の部」に関するアンケート結果 

  

４ 閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水戸市五軒市民センター 



 
 

水戸市五軒市民センター運営審議会委員名簿 
 

               （任期：令和４年４月１日～令和６年３月 31 日） 

  氏   名 団体等名及び役職名 

１ 会 長 石田 武雄 
ふぁいぶたうんコミュニティ 

副会長 

２ 副会長 前田  均 
ふぁいぶたうんコミュニティ 

会 計 

３ 委 員 市毛 則之 水戸市立第二中学校ＰＴＡ会長 

４ 委 員 田村 靖子 五軒女性会 会長 

５ 委 員 杉田 真由美 五軒女性会 副会長 

６ 委 員 大谷 栄子 五軒小学校校長 

 

 

 

 

水戸市五軒市民センター 職員名簿 

職 名 氏 名 

所  長 須能  剛志 

主  幹 飯島   裕 

会計年度任用職員 薗 部  篤 生 

会計年度任用職員 桑 名  千 和 

会計年度任用職員 一澤  裕美 

会計年度任用職員 茂木   晃 

 

 

 

 

 

 



件数

人員

件数

人員

件数

人員

件数

人員

件数

人員

件数

人員

件数

人員

件数

人員

件数

人員

月 別 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 累　計

館 内 4,241 4,108 4,285 3,936 3,349 3,642 4,651 4,775 3,705 3,408 － － 40,100

館 外 0 12 61 10 0 24 188 1,300 101 38 － － 1,734

合 計 4,241 4,120 4,346 3,946 3,349 3,666 4,839 6,075 3,806 3,446 － － 41,834

利用人数経年変化

年 度 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３

合 計 35,906 89,299 88,635 23,043 77,964 75,052 75,425 77,368 63,961 27,630 33,566

※23年度：震災により市役所機能の一部が移転（４階に男女平等参画課・泉町大工町周辺地区開発事務所，５階６階に議会事務局）

※24年度・25年度：４階に男女平等参画課・泉町大工町周辺地区開発事務所

※26年度：６月～耐震補強工事により中央ビルにて業務

※27年度：工事終了により現在の場所にて業務再開

※新型コロナウイルス感染症対策により市民センター利用制限
　・令和２年３月２日～３月31日：全館終日利用中止
　・令和２年４月３日～５月31日：全館終日利用中止
　・令和３年１月18日～２月７日：全館終日利用中止
　・令和３年４月23日～５月26日：夜間利用中止
　・令和３年８月６日～８月17日：夜間及び土日祝日並びにカラオケ等飛沫が多く飛散する活動の利用中止
　・令和３年８月18日～９月30日：全館終日利用中止
　・令和４年１月27日～２月20日：夜間及び土日祝日並びにカラオケ等飛沫が多く飛散する活動の利用中止

令和４年度みと文化交流プラザ使用状況報告書
令和５年１月末現在

室名区分 市民センター 社　 教 市 県 その他 合　計

74 10 32 0 57 173

831 541 1,408 0 3,354 6,134

65 1 3 0 536 605

766 2 40 0 3,983 4,791

75 41 215 0 2,842 3,173

817 637 3,202 0 24,430 29,086

1 0 2 0 8 11

25 0 10 0 54 89

215 52 252 0 3,443 3,962

2,439 1,180 4,660 0 31,821 40,100

5 5

1,513 1,513

6 6

221 221

6 11

1,513 221 1,734

（１）令和４年度みと文化交流プラザ利用状況について

利用人数累計

ホ ー ル

和 室

会 議 室

調 理 室

累 計

館 外
主催事業

館 外
共催事業

累 計

合 計
220 58 252 0 3,443 3,973

3,952 1,401 4,660 0 31,821 41,834
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(２) 令和４年度 五軒市民センター事業報告について 

①定期講座 

クラブ（自主運営） 

 

講 座 名 講 師 開催日 人数 回数 開講日 
延べ参加

人数 

１ 五軒茶道 
藤田 宗邦 

（裏千家） 
第 1・3 火曜 ７名 14 回 ５月 10 日 91 名 

２ 健康とヨガ 仲田 恵美 第 1・3 火曜 15 名 18 回 ５月 10 日 229名 

３ やさしい囲碁 高野 惣一 第1・2・3火曜 26 名 27 回 ５月 10 日 350名 

４ 写真くらぶ 橋本 實 第 3 水曜 14 名 ７回 ５月 25 日 96名 

５ 五軒社交ダンス 鳥羽 桂子 第 1・3 水曜 ８名 17 回 ５月４日 54名 

６ MIX ビクス 櫛田かほり 第 1・3 木曜 12 名 18 回 ５月 12 日 155名 

７ 楽しいカラオケ A 上杉 京子 第 1・3 木曜 ８名 18 回 ５月５日 100名 

８ 実践ボールペン字 高荷 秀麗 第 2・4 木曜 13 名 16 回 ５月 12 日 166名 

９ 楽しいカラオケ B 上杉 京子 第 2・4 木曜 ８名 13 回 ５月 12 日 92名 

10 
中高年の 

ﾋﾞｭｰﾃｨｰｽﾄﾚｯﾁ 
ム ツ コ 第 2・4 金曜 19 名 18 回 ５月 13 日 193名 

11 How To カラオケ 上杉 京子 第 2・4 金曜 16 名 15 回 ５月 13 日 106名 

12 五軒歩こう会 海老沢 美知子 第 4 日曜 45 名 ７回 ５月 22 日 133名 

計 191 名 188 回  1,765 名 

                            ※ 回数は令和５年１月末現在 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
②家庭教育関係 

講座名 回数 開催日 内容 講師 
参加

人数 

家庭教育学級 １ １月 26 日 講話「家庭教育について」 矢口 みどり 38 名 

 
③女性教養関係 

講座名 回数 開催日 内容 講師 
参加

人数 

五軒地区 

女性教養講座 
４ 

７月 29 日 

開講式 
県政出前講座 

食中毒予防の 
チェックポイント 

茨城県 
生活衛生課 

18 名 

９月 21 日 
移動学習 

茨城県陶芸美術館 
― 20 名 

10 月 28 日 
アロマワックスサシェ

教室 
倉田栄子 15 名 

１月 13 日 

閉講式 

源氏物語 女人絵巻参 

～春の夜の禁断の恋 

朧月夜～ 

水戸市立博物館 

坂本 京子 
14 名 

 
④高齢者関係 

講座名 回数 開催日 内容 講師 
参加

人数 

五軒いきいき大学 ４ 

７月 21 日 
開講式 
リボディ健康教室 
～筋トレストレッチ体操～ 

ｱｸｱﾒﾃﾞｨｴｸｽ   

斎藤 大希 
25 名 

９月 29 日 勾玉づくり 
水戸市埋蔵文化 
センター職員 

24 名 

11 月 17 日 笑いヨガ 河合 和子 18 名 

１月 19 日 
閉講式 
移動学習 

中止  

 

⑤成人教育関係 

講座名 回数 開催日 内容 講師 
参加

人数 

成人講座 １ ６月 15 日 はじめてのスマホ体験講座 
水戸市ﾃﾞｼﾞﾀﾙ 

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ課 
29 名 

成人講座 １ 11 月 18 日 
食事ﾊﾞﾗﾝｽｶﾞｲﾄﾞで簡単に

バランスをとろう 
食推五軒支部 ９名 

成人講座 １ ３月 15 日 睡眠満足度アップの知恵袋 
明治安田生命 

大川 祐美 
 

 
⑥青少年教育 

講座名 回数 開催日 内容 講師 
参加

人数 



 

親子料理教室 １ ８月 26 日 
栄養満点のピタパンサンド

豆スープ･チーズケーキ 
食推五軒支部 中止 

 

 
⑦市民センターまつり 

講座名 回数 開催日 内容 講師 
参加人

数 

わいわい五軒文化祭 １ 11 月 12・13 日 作品展示・芸能発表  300 名 

 

 

【参考】関連事業 

事業名 開催日 主管 備考 

五軒地区サマーナイト 
コンサート＆ふれあいまつり 

７月 23 日 地区生涯学習部会 中止 

五軒地区 

市民スポーツ大会 

６月５日 

地区スポレク部会 

参加人数 50 名 

10 月９日 参加人数 188名 

MitoriO フェスティバル 11 月 13 日 
新市民会館周辺 

にぎわい推進協議会 
参加人数 3,000 名 

五軒地区年末クリーン作戦 12 月 10 日 地区生活環境部会    参加人数 101名 

流しびな作り ２月４日 五軒女性会役員 参加人数 40名 

五軒香梅ひな流し ３月４日 地区生涯学習部会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(３) 令和５年度 五軒市民センター定期講座募集（案）について 

①定期講座 
クラブ（自主運営） 
 

講 座 名 講 師 内   容 開催日 
継続 

人数 

募集 

人数 
開講日 

１ 五軒茶道 
藤田 宗邦 

（裏千家） 

初心者歓迎 

お茶やお菓子で日本の文化

を楽しみましょう 

第 1・3 火曜  ７名 ３名 ５月２日 

２ 健康とヨガ 仲田 恵美 心身を穏やかに健康づくり 第 1・3 火曜 14 名 ６名 ５月２日 

３ やさしい囲碁 高野 惣一 
初心者歓迎！ 

楽しく打とう 
第1・2・3火曜 24 名 ６名 ５月２日 

４ 写真くらぶ 橋本 實 
水戸からの将軍徳川慶喜の余

生の支えは趣味の写真だった 

写真道を共に学ぼう！ 
第 3 水曜 14 名 ６名 ５月 17 日 

５ MIX ビクス 櫛田かほり 
音楽に合わせて楽しくストレ

ッチしましょう 
第 1・3 木曜 11 名 ４名 ５月４日 

６ 楽しいカラオケ A 上杉 京子 

ストレス解消！      

免疫力アップ！      

カラダにいい事いっぱい！！ 

第 1・3 木曜 12 名 ８名 ５月４日 

７ 実践ボールペン字 高荷 秀麗 
先生を囲んでお仲間と 

楽しくやっています 
第 2・4 木曜 13 名 ７名 ５月 11 日 

８ 
中高年の 

ﾋﾞｭｰﾃｨｰｽﾄﾚｯﾁ 
ム ツ コ 

いきいきと年を重ねるために必要

な筋肉を鍛え、健康で若々しい姿

勢を作ります。身体をゆっくり動

かして行うストレッチです 

第 2・4 金曜 15 名 10 名 ５月 12 日 

９ How To カラオケ 上杉 京子 楽しく元気に歌いましょう 第 2・4 金曜 ８名 ７名 ５月 12 日 

10 五軒歩こう会 海老沢 美知子 
歩くことで新しい発見が出来

ます 楽しく歩きましょう 
第 4 日曜 35 名 10 名 ５月 28 日 

       ※ 五軒社交ダンス継続なし、楽しいカラオケ A と B が合体になります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



（４）その他 

 

令和４年度わいわい五軒文化祭「展示の部」に関するアンケート結果 （８件／８件） 

１ 開催時期について 

  （ア）今までどおり１１月頃      ８ 件（スケッチ同好会複数回答） 

（イ）年度終盤の１～２月頃 

  （ウ）その他（   月頃）      １ 件（スケッチ同好会複数回答） 

 

２ 今回の文化祭について 

（ア）成功したと感じた        １ 件 

（イ）普通              ６ 件 

（ウ）あまり成功とは感じなかった   １ 件 

 

３ 開催場所について 

今回の文化祭では、前回（令和元年度）までとは異なり、６階を展示会場にして全出展団

体が一堂に会して実施されました。展示会場についてお答えください。 

（ア）６階に集約して良かった           ４ 件 

（イ）以前のように各部屋に分けたほうが良い    １ 件 

（ウ）どちらでもかまわない            ３ 件 

 

４ 開催期間について 

今回の文化祭は、２日間の開催としました。開催期間についてお答えください。 

（ア）２日間が適当         ８ 件（写真クラブ、スケッチ同好会複数回答） 

（イ）従前どおり１日間を希望    ２ 件（写真クラブ複数回答） 

（ウ）１週間程度を希望       １ 件（スケッチ同好会複数回答） 

 

５ 開催方法について 

今回の文化祭は、ステージ発表の分野及び飲食物等の販売について、会場を芸術館広場に

変更する形式といたしました。これについてお答えください。 

（ア）会場が別でも差し支えない     ２ 件（スケッチ同好会複数回答） 

（イ）同一施設の会場が望ましい     ５ 件（スケッチ同好会複数回答） 

（ウ）どちらでもかまわない       ２ 件 



                                     

６ 来年度文化祭を実施する場合は、参加するに当たり何について検討して欲しいです 

 か。これについてお答えください。（複数回等可） 

  （ア）開催時期  ２ 件  （イ）開催日数  ４ 件  （ウ）開催時間  １ 件 

  （エ）展示場所  ３ 件  （オ）控室         （カ）駐車場   ３ 件    

（キ）その他（                                ） 

 

７ 次回以降の参加意向について 

  次回以降も参加したいと考えているか、お答えください。 

  （ア）是非参加したい         ６ 件 

（イ）あまり参加したいと思わない   

（ウ）わからない           ２ 件 

 

８ 何か御意見・御希望・御感想などがあれば、お書き願います。 

 ○まいづる俱楽部 

  ・ 他のグループとの交流もあり楽しかった。発表の場があって良かったとの声があった。 

  

 ○鎌倉彫クラブ 

・ 今回は、例年通りの文化祭ではなく、特別の行事という感じでした。同一施設の方が、

展示会場にも来客が多くなるのでは。 

・ 午後４時搬出という申し合わせは、今回も少数の方のために守られず、後味の悪さを

感じた。 

  ・ ３年ぶりの展示となり、センターで活動している者にとっては、参加できることは楽

しみであり喜びでもある。展示会場の設営、撤去にお力を貸してくださった皆様に感謝

です。 

                              

○五軒写真くらぶ 

・ 閑散としていて、あまり成功とは感じなかった。 

  

 ○遊墨会 

・ 広い控室があり良かったが、利用する人が殆んどいないのは残念。 

  ・ センター利用団体になるべく参加要請をした方が盛り上がるのではないか。 



  

 ○スケッチ同好会 

  ・ 開催時期について、その他も選択。…他の行事等との兼ね合いで 

  ・ 開催場所について、どちらでもかまわないも選択。 

    新市民会館のプレオープニングセレモニーとの兼ねていたのでしょうから、発表の部

が芸術館広場でも致し方なかったと思います。広々と鑑賞できたことは良かった。 

・ 開催時期について、複数選択。 

一堂に会するのであれば、２日間が適当。展示物をじっくり鑑賞するのであれば、一

週間一部門ずつ長期の展示もいいのではないか。 

  ・ 開催方法について、複数選択。市民会館や芸術館との合同であれば今回の方法でしょ

う。市民センター独自の催しなら、にぎわいが散ってしまうので同一施設の会場が望ま

しい。 

  ・ 本当のところ、今回の開催に関して意欲が感じられない。各団体に参加を要請する文

書を送付するなど、より強く参加を呼び掛ける方法も検討してもらいたい。 

  

 ○みと男女平等参画を考える会              

  ・ ２日間開催の場合は、最終日は終了時間を少し早めにすると良いと感じた。 

  ・ 出展参加者以外の市民にもっとＰＲしたらどうか。 

・ 体験コーナーを設置してはどうか。 

 

○楽しい絵てがみ偕クラブ 

 ・ コロナ禍での開催は大変なことでしたが、少しずつ元に戻ってくると感じられた。 

もう少し、たくさんの人が集まると良いなあと感じた。準備の皆様に心から感謝。 
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○水戸市市民センター条例 

平成21年９月29日 

水戸市条例第33号 

改正 平成22年３月24日条例第13号 

平成23年３月25日条例第９号 

平成23年７月12日条例第25号 

平成26年６月30日条例第36号 

平成27年３月24日条例第９号 

平成28年６月30日条例第34号 

平成30年６月22日条例第32号 

平成30年12月20日条例第60号 

令和３年12月24日条例第62号 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第１項の規定に基づき，市民セ

ンターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 市民と行政との協働により，地域におけるコミュニティ活動及び生涯学習活動を推進するた

め，市民センターを別表のとおり設置する。 

（事業） 

第３条 前条に規定する市民センター（以下「センター」という。）は，次の各号に掲げる事業を行

う。 

(1) 地域コミュニティ活動の支援に関すること。 

(2) 生涯学習活動の推進に関すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか，設置目的の達成に必要な事業に関すること。 

（使用の許可） 

第４条 センターを使用しようとする者は，市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を

変更しようとするときも，また，同様とする。 

２ 市長は，管理上必要があると認めるときは，前項の規定による許可に条件を付すことができる。 

（使用の不許可） 

第５条 市長は，次の各号のいずれかに該当する場合は，センターの使用を許可しないことができる。 

(1) 公の秩序を乱し，又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。 

(2) 施設又は設備を損傷し，又は滅失するおそれがあるとき。 

(3) 営利を目的として施設を使用するおそれがあるとき。 

(4) 特定の政党の利害に関する事業を行い，又は公私の選挙について特定の候補者を支持するおそ
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れがあるとき。 

(5) 特定の宗教を支持し，又は特定の教派，宗派若しくは教団を支援するおそれがあるとき。 

(6) 前各号に掲げるもののほか，管理上支障があるとき。 

（権利譲渡等の禁止） 

第６条 第４条第１項の規定により使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は，許可を受

けた目的以外にセンターを使用し，又はその使用の権利を譲渡し，若しくは転貸してはならない。 

（使用の許可の取消し等） 

第７条 市長は，使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は，許可を取り消し，又は使用を中止

させ，若しくは制限することができる。この場合において，使用者に損害が生ずることがあっても，

市長は，その責めを負わない。 

(1) 第５条各号のいずれかに該当するとき。 

(2) 許可の条件に違反したとき。 

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。 

（原状回復等） 

第８条 使用者は，その使用を終わったとき，又は前条の規定により使用することができなくなった

ときは，自己の費用をもって直ちに整備し，原状に復さなければならない。 

２ 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは，市長において自らこれを執行し，その費用

を使用者から徴収する。 

（損害賠償等） 

第９条 故意又は過失により施設，設備等を損傷し，又は滅失した者は，これを原状に復し，又は市

長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし，市長が特別の理由があると認めるときは，

この限りでない。 

（市民センター運営審議会） 

第10条 センターの運営等に関する事項について，市長又は水戸市教育委員会の諮問に応じて審議す

るため，センターごとに市民センター運営審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（組織等） 

第11条 審議会は，市民活動団体の役職員，学校教育，社会教育及び家庭教育の関係者並びに学識経

験者のうちから，市長が委嘱する６人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠により委嘱された委員の任期は，前任者の残任期間と

する。 

３ 審議会に，委員の互選により会長及び副会長を置く。 

４ 会長は，審議会の会務を総理する。 

５ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき，又は会長が欠けたときは，その職務を代理する。 

（会議） 
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第12条 審議会は，会長が招集し，会長は，会議の議長となる。 

２ 審議会は，委員の２分の１以上の出席がなければ開くことができないものとし，審議会の議事は，

出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

（庶務） 

第13条 審議会の庶務は，市民協働部において行う。 

（平27条例９・一部改正） 

（委任） 

第14条 この条例の施行について必要な事項は，規則で定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成22年４月１日から施行する。ただし，第10条から第13条までの規定は平成21年

12月１日から，次項の規定は公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例の施行の日以後のセンターの使用の許可は，同日前においても，第４条の規定の例によ

り行うことができる。 

付 則（平成22年３月24日条例第13号） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成22年４月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例の施行の日以後の水戸市五軒市民センターの使用に係る使用の許可その他必要な行為は，

同日前においても，この条例による改正後の水戸市市民センター条例の例により行うことができる。 

付 則（平成23年３月25日条例第９号） 

この条例は，平成23年４月１日から施行する。 

付 則（平成23年７月12日条例第25号） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成23年９月１日から施行する。ただし，次項の規定は，同年８月１日から施行す

る。 

（準備行為） 

２ この条例の施行の日以後の水戸市常磐市民センターの使用に係る使用の許可その他必要な行為は，

同日前においても，この条例による改正後の水戸市市民センター条例の例により行うことができる。 

付 則（平成26年６月30日条例第36号） 

（施行期日） 

１ この条例は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める日から施行する。 

(1) 次項の規定 公布の日 
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(2) 別表水戸市見和市民センターの項の改正規定 平成26年７月１日 

(3) 別表水戸市上大野市民センターの項の改正規定 平成26年10月１日 

（準備行為） 

２ 前項第２号に定める日以後の水戸市見和市民センターの使用及び同項第３号に定める日以後の水

戸市上大野市民センターの使用に係る使用の許可その他必要な行為は，これらの日前においても，

この条例による改正後の水戸市市民センター条例の例により行うことができる。 

付 則（平成27年３月24日条例第９号） 

この条例は，平成27年４月１日から施行する。 

付 則（平成28年６月30日条例第34号） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成28年11月１日から施行する。ただし，次項の規定は，同年10月１日から施行す

る。 

（準備行為） 

２ この条例の施行の日以後の水戸市稲荷第一市民センターの使用に係る使用の許可その他必要な行

為は，同日前においても，この条例による改正後の水戸市市民センター条例の例により行うことが

できる。 

付 則（平成30年６月22日条例第32号） 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から起算して５月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。 

（平成30年規則第28号で平成30年10月１日から施行。ただし，同条例付則第２項の規定は平

成30年９月１日から施行） 

（準備行為） 

２ この条例の施行の日以後の水戸市鯉淵市民センターの使用に係る使用の許可その他必要な行為は，

同日前においても，この条例による改正後の水戸市市民センター条例の例により行うことができる。 

付 則（平成30年12月20日条例第60号） 

（施行期日） 

１ この条例は，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

(1) 次項の規定 平成31年２月１日 

(2) 別表に２項を加える改正規定（水戸市妻里市民センターの項に係る部分に限る。）及び付則第

３項の規定 平成31年３月１日 

(3) 前２号に掲げる規定以外の規定 平成31年４月１日 

（準備行為） 

２ 前項第２号に定める日以後の水戸市妻里市民センターの使用に係る使用の許可その他必要な行為

は，同日前においても，この条例による改正後の水戸市市民センター条例（以下「新条例」という。）
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の例により行うことができる。 

３ 付則第１項第３号に定める日以後の水戸市内原市民センターの使用に係る使用の許可その他必要

な行為は，同日前においても，新条例の例により行うことができる。 

付 則（令和３年12月24日条例第62号） 

（施行期日） 

１ この条例は，令和４年３月７日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例の施行の日以後の水戸市千波市民センターの使用に係る使用の許可その他必要な行為は，

同日前においても，この条例による改正後の水戸市市民センター条例の例により行うことができる。 

 



 

○水戸市市民センター条例施行規則 

平成22年３月30日 

水戸市規則第14号 

改正 平成28年３月31日規則第34号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，水戸市市民センター条例（平成21年水戸市条例第33号。以下「条例」という。）

第14条の規定に基づき，条例の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（使用時間） 

第２条 水戸市市民センター（以下「センター」という。）の使用時間は，午前８時30分から午後10

時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，市長は，特に必要があると認めるときは，使用時間を変更することが

できる。 

（利用） 

第３条 センターは，管理上支障がある場合を除き，年間を通して利用に供することとする。 

（使用許可の申請） 

第４条 条例第４条第１項の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者は，使用日の１月

前の日の属する月の初日から使用日の３日前までに，市民センター使用許可申請書（様式第１号）

を市長に提出しなければならない。ただし，市長が特別の理由があると認めるときは，この限りで

ない。 

２ 市長は，前項の規定による申請を許可したときは，市民センター使用許可書（様式第２号。以下

「使用許可書」という。）を交付する。 

（使用期間の制限） 

第５条 センターの使用は，引き続き３日を超えることができない。ただし，市長が特に必要がある

と認めるときは，この限りでない。 

（許可に係る事項の変更等） 

第６条 センターの使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は，許可に係る事項の変更又

は取消しをしようとするときは，使用日の３日前までに市民センター使用変更（取消）申請書（様

式第３号）に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，前項の規定による申請を受けたときは，直ちに審査してその適否を決定し，市民センタ

ー使用変更（取消）許可書（様式第４号）を交付する。 

（使用許可の取消し等） 

第７条 市長は，条例第７条の規定により使用の許可を取り消し，又は使用を中止させ，若しくは制

限するときは，市民センター使用許可取消等通知書（様式第５号）を交付する。 

（遵守事項） 



 

第８条 使用者は，次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 許可された施設以外の施設を使用しないこと。 

(2) 施設に設備を付加し，又は設置しないこと。 

(3) 使用する施設の定員を超えて使用しないこと。 

(4) 物品の販売，寄付金の募集等を行わないこと。ただし，許可を得た場合を除く。 

(5) 火気を使用しないこと。ただし，許可を得た場合を除く。 

(6) 壁，柱，扉等に張り紙，くぎ打ち等をしないこと。ただし，許可を得た場合を除く。 

(7) 広告その他これに類するものを掲示しないこと。ただし，許可を得た場合を除く。 

(8) 危険物及び他人に迷惑となる物を持ち込まないこと。 

(9) 定められた場所以外の場所で喫煙又は飲食をしないこと。 

(10) 飲酒をしないこと。 

(11) 騒音，怒声等を発し，又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

(12) 使用後は，施設の清掃を行うこと。 

(13) その他センターの職員の指示に従うこと。 

（補則） 

第９条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

付 則 

この規則は，平成22年４月１日から施行する。 

付 則（平成28年３月31日規則第34号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は，平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 処分又は不作為についての不服申立てであって，この規則の施行の日（以下「施行日」という。）

前にされた処分又は施行日前にされた申請に対する不作為に係るものについては，なお従前の例に

よる。 

４ 施行日前に作成した各様式の用紙は，施行日以後においても，当分の間，所要の補正を行い，使

用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 


